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＜＜道道徳徳教教育育のの充充実実＞＞  

□□  指指導導体体制制のの確確立立とと価価値値項項目目ににおおけけるる学学校校のの実実態態をを踏踏

ままええたた重重点点事事項項のの設設定定  

□□  全全体体計計画画やや「「別別葉葉」」をを活活用用ししたた教教育育活活動動全全体体でで取取りり組組

むむ道道徳徳教教育育のの推推進進  

□□  道道徳徳のの時時間間をを「「要要」」ととししたた、、心心にに響響くく多多様様なな授授業業展展開開

のの工工夫夫とと自自己己をを振振りり返返るる場場のの確確保保  

□□  道道徳徳のの授授業業公公開開、、学学校校かかららのの情情報報発発信信にによよるる家家庭庭・・地地

域域社社会会ととのの連連携携のの推推進進  

＜＜生生徒徒指指導導のの充充実実＞＞  

□□  全全教教職職員員でで取取りり組組むむ機機能能的的なな指指導導体体制制のの確確立立  

□□  「「組組織織的的・・連連携携」」ををキキーーワワーードドににししたたいいじじめめ・・不不登登校校

等等のの未未然然防防止止・・早早期期発発見見・・早早期期対対応応  

□□    積積極極的的なな生生徒徒指指導導にによよるる、、よよりりよよいい人人間間関関係係づづくくりりとと

心心のの居居場場所所づづくくりり  

□□  カカウウンンセセリリンンググママイインンドドををももっったた教教育育相相談談のの充充実実とと

継継続続的的なな心心ののケケアア（（ＳＳＣＣのの活活用用））  

□□  家家庭庭・・地地域域・・関関係係機機関関等等ととのの実実効効ああるる連連携携・・協協力力（（ＳＳ

ＳＳＷＷｒｒをを活活用用ししたた環環境境へへのの働働ききかかけけ））  

教職員の資質・能力の向上 

□ 同僚性や協働性を高める校内研修  □ 教職員人事評価システムとの連動  □ 学校間の指導法交流 

 特別支援教育の充実：一人一人の学びを大切にした「地域で共に学び共に生きる教育」の実現を目指して 

□□  一一人人一一人人のの特特性性にに応応じじたた指指導導支支援援のの充充実実                              □□  関関係係すするる機機関関とと連連携携ししたた支支援援のの充充実実                                  □□  交交流流及及びび共共同同学学習習のの計計画画的的・・継継続続的的なな実実施施  

（（本本人人・・保保護護者者ととのの丁丁寧寧なな教教育育相相談談、、ケケーースス会会議議のの実実施施、、合合理理的的配配慮慮のの確確認認、、個個別別のの教教育育支支援援計計画画・・個個別別のの指指導導計計画画のの活活用用、、教教員員同同士士のの連連携携ととチチーームム支支援援、、異異校校種種間間のの密密接接なな連連携携））  

  

「豊かな心」の育成 

学習指導要領の趣旨の実現を目指した教育課程の編成･実施･評価･改善 

□ 特色ある学校づくりの推進 □ 説明責任と開かれた学校づくり □ 日常的な自己評価と外部評価の実施 

「確かな学力」の向上 「健やかな体」の育成 
＜＜体体力力のの向向上上にに関関すするる取取組組のの充充実実＞＞  

□□  体体育育・・保保健健体体育育のの授授業業のの充充実実（（運運動動身身体体づづくくりりププロロググララムム

のの自自校校化化とと準準備備運運動動のの工工夫夫、、運運動動量量のの確確保保））  

□□  特特設設ククララブブ・・部部活活動動、、体体育育的的行行事事のの充充実実（（外外部部指指導導者者やや地地

域域人人材材のの活活用用等等））  

□□  日日常常的的なな運運動動習習慣慣のの確確立立  

＜＜食食育育・・健健康康教教育育のの推推進進＞＞  

□□  食食育育推推進進ココーーデディィネネーータターーをを中中心心ととししたた校校内内委委員員会会のの活活

性性化化  

□□  学学校校給給食食をを活活用用ししたた食食育育のの推推進進  

□□  「「早早寝寝早早起起きき朝朝ごごははんん」」のの推推進進（（朝朝食食摂摂取取率率のの向向上上））  

□□  自自校校のの健健康康課課題題把把握握とと解解決決にに向向けけたた取取組組  

（（「「肥肥満満」」「「うう歯歯」」「「こここころろ・・性性」」にに関関すするる教教育育のの充充実実））  

＜＜自自分分手手帳帳のの活活用用＞＞  

□□  教教育育課課程程にに位位置置づづけけたた活活用用のの推推進進  

＜＜幼幼児児児児童童生生徒徒のの安安全全確確保保＞＞  

□□  危危険険箇箇所所修修繕繕等等、、安安全全なな学学習習環環境境のの整整備備（（通通学学路路のの安安全全点点

検検とと確確保保））  

□□  自自らら考考ええ、、判判断断しし、、行行動動すするる力力をを育育むむ防防災災教教育育とと放放射射線線教教

育育のの推推進進  

（（家家庭庭やや地地域域ととのの連連携携））  

 継続的な検証改善サイクルの確立と実効ある日常の取組 

「つながる幼稚園教育」の推進 □□  幼幼稚稚園園、、家家庭庭、、地地域域社社会会ととのの連連携携  

「「「まままなななびびび」」」「「「きききずずずななな」」」「「「そそそだだだちちち」」」をををつつつなななぐぐぐ学学学校校校教教教育育育へへへののの支支支援援援   

平成２８年度 県中教育事務所 学校教育指導の重点（全体構想図） 

－ 目指す子ども像 － 
１ 一人一人の個性が十分引き出され、伸ばされている。 

２ 一人一人に「確かな学力」が身に付いている。 

３ 一人一人が自分らしい生き方を実現できている。 

－ 学校教育支援の基本方針 － 
１ 「生き抜く力」の育成を目指した助言・支援 

 ○「確かな学力」の向上 ○「豊かな心」の育成 ○「健やかな体」の育成 

２ 市町村教育委員会との連携  ○各種要請訪問 

３ 教職員の資質・能力の向上を目指した助言・支援 

 ○校内研修会への参加  ○各種研修会・講習会の充実 

第６次福島県総合教育計画 

“ふくしまの和”で奏でる、こころ豊かなたくましい人づくり 

１ 知･徳･体のバランスのとれた、社会に貢献する自立した人間の育成 

２ 学校、家庭、地域が一体となった教育の実現 

３ 豊かな教育環境の形成 

＜基本理念＞ 

＜基本目標＞ 

子どもの「ゆめ」 
保護者の願いが 
かなう教育 

＜＜授授業業のの充充実実・・改改善善、、研研修修のの充充実実＞＞  

□□  思思考考力力・・判判断断力力・・表表現現力力ををははぐぐくくむむ主主体体的的・・協協

働働的的なな授授業業づづくくりり  

（（深深いい児児童童理理解解とと確確かかなな教教材材分分析析にによよるるねねららいいのの明明

確確化化とと言言語語活活動動のの充充実実））  

□□  授授業業のの質質的的改改善善にに結結びび付付くく校校内内研研修修のの充充実実  

（（改改善善検検証証ササイイククルルをを生生かかししたた、、協協同同的的・・組組織織的的なな

校校内内研研修修））  

□□  基基礎礎基基本本のの定定着着とと活活用用力力のの育育成成  

（（定定着着確確認認シシーートトのの効効果果的的なな活活用用））  

□□  個個にに応応じじたたききめめ細細かかなな指指導導  

（（少少人人数数教教育育のの効効果果的的なな実実施施））  

□□  科科学学的的・・数数学学的的なな思思考考力力をを育育成成すするる理理数数教教育育のの

推推進進  

＜＜学学びびのの基基盤盤づづくくりり＞＞  

□□  主主体体的的なな学学びびのの基基盤盤づづくくりり  

（（生生徒徒指指導導のの機機能能をを生生かかししたた集集団団づづくくりり・・活活用用型型学学

習習のの推推進進))  

□□  生生活活習習慣慣・・学学習習習習慣慣のの確確立立  

（（つつななぐぐ教教育育のの普普及及・・充充実実））  

・・  学学びびのの連連続続性性をを大大切切ににししたた幼幼小小中中連連携携  

・・  地地域域のの共共ににははぐぐくくむむ、、自自己己有有用用感感のの高高いい児児童童

生生徒徒のの醸醸成成  

□□  生生きき方方にに結結びび付付くく教教育育活活動動全全体体ででののキキャャリリアア教教

育育のの推推進進  

□□  読読書書活活動動のの充充実実ににおおけけるる学学校校図図書書館館のの計計画画的的・・

多多面面的的なな活活用用（（居居場場所所、、読読書書セセンンタターー、、  

学学習習・・情情報報セセンンタターーととししてて））  

□□  学学びびのの連連続続性性をを踏踏ままええ、、幼幼児児のの主主体体性性をを大大切切ににすするる保保育育のの充充実実  
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２ 特別支援教育

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

【交流及び共同学習】 ○ 各教科等のねらいを焦点化し、児童生徒一人一人の学

２ 小・中学校等の児童生徒と 習内容を十分に検討することで、主体的かつ共同で学習

の共同学習を通して、教科等 できるようにするため、関係する教員同士が授業づくり

のねらいが十分達成できるよ について話合いの機会を設ける必要があります。その際

う、教育課程に基づいた計画 に、特別支援学級の児童生徒についてのケース会議を積

的な学習が展開できるように 極的に実施し、話し合いをもとに「個別の教育支援計画」

工夫する。 「個別の指導計画」の追記や改訂を行う必要があります。

【通常の学級に在籍する特別 ○ 学校は、保護者や本人との教育相談を丁寧に行い、本

な支援を必要とする幼児児 人や保護者のニーズを確認することが必要です。さらに

童生徒の教育】 必要に応じて本人や保護者の支援に関係する機関と連絡

２「個別の教育支援計画」を を密にしながら、今までの支援の経過についての情報を

作成・活用して学校、家庭、 集めたり、相談支援ファイルや個別の教育支援計画等を

地域及び医療等関係機関と 確認したりすることが必要です。

の連携を図る。 ○ 校内委員会や校内で実施するケース会議では、特別な

３「個別の指導計画」等を作 支援を要する幼児児童生徒の実態について、普段の学校

成・活用した個に応じた指 生活の様子等から「できること・得意なこと」「できな

導を進めるとともに、指導 いこと・苦手なこと」「教育的ニーズ」について整理を

法の工夫を図る。 し、個別の教育支援計画や個別の指導計画へ必要事項を

記載していくプロセスが大切です。特に、教育的ニーズ

や支援の目標や手立て、合理的配慮の確認、支援の評価

については、本人や保護者と共有することが大切です。

※ 必要に応じて、巡回相談や特別支援学校のセンター的

機能を活用してください。

【特別支援学級・通級指導教 ○ 児童生徒の実態に合った指導目標や指導内容とするた

室】 めに、校内委員会（ケース会議等）において通常学級の

児童生徒の障がいの多様 担任も参加してもらい、多面的な視点での話合いを充実

化を考慮し、一人一人の教 させましょう。

育的ニーズを的確に把握し、○ 特別支援学級の授業研究会を積極的に公開し、学校全

それに基づいた指導の充実 体で特別支援学級の授業について、話題にし、実際に話

を図る。 しあうことが大切です。その際に、教育課程のことや「教

科等を合わせた指導」「自立活動」等について、参加さ

れた教職員が理解を深めることが必要です。

※ 授業研究会等では、特別支援学校のセンター的機能を

活用ください。

特別支援教育 （幼・小・中）
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３ 幼稚園教育

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 幼児が環境に主体的にか ○ 小学校との連続性を踏まえるとともに、目指す幼児像を明確

かわり、発達の時期にふさ にした上で、保育内容を工夫した指導計画を作成しましょう。

わしい生活が展開できるよ ○ 幼児が環境に主体的にかかわるために、教師が幼児の理解を

うに、長期的見通しをもっ 深め、目指す幼児像に向かって、意図的に環境を構成しましょ

た指導計画を作成する。 う。

○ 幼児教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培うもので

あることを念頭に置いて、教師は幼児の思いを大切にし

ながら幼児期にふさわしい教育が展開できるようにしま

しょう。また、幼少連接にも積極的に参画しましょう。

２ 一人一人の活動の場面に ○ 人的環境として、教師は幼児の主体的な活動を促すた

応じて、教師が様々な役割 めに環境の構成を工夫したり、意図的なかかわりをもつ

を果たし、幼児の主体的な ようにしましょう。特に幼児は協働して遊ぶことで他者

活動が確保されるような保 とのかかわりを深めたり、葛藤やつまずきを経験したり

育の展開に努める。 します。教師が適切にかかわることで幼児は気持ちの調

整の仕方を学ぶことができます。

○ 遊びを通した幼児の活動の様子を常に見取り、幼児の

思いに寄り添いながら、発想を生かす等の発達の時期に

ふさわしい活動ができるよう、教師は意図的なかかわり

を工夫しましょう。

３ 幼児の育ちつつある面や ○ 日常的な記録を生かして、幼児一人一人の特性に目を

よさに目を向けた評価を行 向け、幼児の変容を捉えて評価しましょう。

う。 ○ 複数の教師や指導者が幼児にかかわる機会を設定し、

幼児の姿を多面的に捉えて評価しましょう。

○ 幼児一人一人の目標を具体化し、目的達成のための教

師のかかわりについて学校評価等を活用し、評価と修正

を繰り返しながら、指導の改善をしましょう。

幼稚園教育
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４ 小中学校教育

（１）各教科等

指導の重点 実践上のポイント（○） 関連する事業等（※）

１ 小･中学校９年間の目標及び ○ ９年間の学習内容の系統性と児童生徒の実態を踏まえ、そ

内容の系統性を十分に踏まえる れぞれの単元で身に付けさせたい言語の力を明確にした学力

とともに、学校や学年の児童生 向上プラン等に改善することが大切です。

徒の実態に応じた指導計画を ○ 各学年の発達段階に応じて、言語活動でどのような思考力

作成する。 ・判断力・表現力を身に付けさせたいのかを明確にするとと

もに、各領域の学習内容が互いに関連し合うよう指導計画を

充実していくことが大切です。

２ 児童生徒一人一人が日常生 ○ 教師のねらいと共に児童生徒の疑問を生かすことで、学習

活（社会生活）に必要な国語 に必然性を感じ意欲が高まるよう学習課題を提示することが

の能力の基礎を確実に身に 大切です。

付けることができるよう指 ○ 児童生徒個々の考えを引き出し、つなぐ発問、比較し、共

導方法を工夫する。 通点や相違点の気付きが思考の広がりと深まりを生み出す話

合いになるよう児童生徒主体の学習活動にしていくことが大

切です。

○ 話し合ったことを基に、自分の考えを改めて再構築させ

ることが大切です。特に、言語活動によって自分の考えが

どう変容したかをノートに記録することで、授業での学び

を実感することにつながります。

○ 図表や資料から必要な情報を選んで考えをまとめたり、条

件に従って考えをまとめたりする学習を大切にし、定着確認

シートを活用した学習を計画的に行う必要があります。

○ 授業での「話す・聞く」「書く」学習活動が、日常生活

に生かされるよう計画し、児童生徒が実践を積み重ねて

いくことが大切です。

３ 児童生徒一人一人のよさ ○ 終末の振り返りで、達成できている点や改善点などを児童

や可能性を伸ばし、言語意 生徒が具体的に理解し、次の学習への意欲が喚起されたり、

識を高める評価を工夫す 新たな目標が設定されたりするような評価活動を行うことが

る。 大切です。

〇 児童生徒主体の学習活動であったか、ねらいとまとめは

整合性がとれていたか、まとめの時間は確保されたか、言

語活動のねらいは達成できたか等、授業づくりの視点で授

業を見直すことが大切です。

① 国 語 （小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○） 関連する事業等（※）

１（小）児童が主体的に社会的事 ○ 児童生徒が課題意識を持続させながら主体的に学ん

象の意味を追究する中で、基礎 でいくことができるよう、単元を貫く課題を設定し、

的・基本的な内容を確実に身に 単元の再構成も含めた指導計画を作成していきましょ

付けることができるよう指導計 う。そのためには、学習指導要領に基づいてねらいを

画を改善する。 明確にし、指導内容を精選・重点化することが大切で

（中）各分野間の関連を図り、 す。

学校の実態に即して適切な指導 ○ 小・中学校における学習指導の系統性や三分野間の

計画を作成する。 関連性を踏まえた指導計画を作成していきましょう。

○ 定着確認シートの活用も指導計画に組み入れ、授業

や指導の改善に活用していきましょう。

２（小）学び方や調べ方の指導を ○ 教師と児童生徒とのやり取りや伝え合い、教え合い

重視して、児童自ら目的意識を に終始することなく、児童生徒が根拠を明確にして話

もって問題解決に取り組む授業 し合うことによって考える場を設定できる課題や学び

を展開する。 合いの在り方を工夫したり、指導過程を工夫したりし

（中）学び方や調べ方の学習、 ましょう。

作業的、体験的な学習や問題解 ○ 主体的に問題解決に取り組み、社会科のおもしろさ

決的な学習などを工夫し、生徒 やみんなで学ぶことの有効性を共有することができる

の主体的な学習を一層推進す よう、課題に対する予想や調べ方、学び方を見通す時

る。 間と場を設定するとともに、本時の学習から得られた

気付きも含めた振り返りの時間を確保しましょう。

３ 評価の趣旨を踏まえて、児童 ○ ねらいを明確にするとともに、児童生徒のどのよう

生徒のよさや可能性を伸ばす評 な姿がねらいを達成できたことになるのかを明確にし

価を充実する。 て評価をしましょう。

○ 教師だけでなく、児童生徒が自己評価・相互評価し、

自他のよさを認め合うことができるようにしましょ

う。

② 社 会 （小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○） 関連する事業等（※）

１ 基礎的・基本的な知識及び ○ 客観的な資料を基に児童生徒の実態を把握するととも

技能を確実に身に付け、数学 に、内容の系統性を踏まえて指導内容の重点化を図った

的な見方や考え方の育成を図 り、配当時数を工夫したりしましょう。

るために、実態に応じて指導 ○ 年間指導計画に基づいて計画的に授業を実施すること

計画を工夫する。 で、全領域の指導に必要な時数の確保に努めましょう。

○ 定着確認シートを教師自身が解くことで、単元全体で

求められている学力を理解するとともに、定着確認シー

トの問題を活用した授業を指導計画に位置付けましょう。

２ 算数的・数学的活動を通 ○ 主体的に問題解決を図るためには、児童生徒から問い

して基礎的・基本的な知識 を引き出す教師の構えが大切です。

及び技能を確実に身に付け、○ 授業の中に自分や友達の考え・根拠等を書く活動や説

数学的な見方や考え方の育 明する活動を位置付け、教師の「問い返し」等を通して、

成を図るために、思考過程 児童生徒の思考過程を共有・吟味する教師のコーディネ

を大切にした授業展開に努 ートが必要です。

める。 ○ ティームティーチングや習熟度別学習等も計画的に位

置付けながら、個に応じた指導を充実しましょう。

○ 算数・数学科コアティーチャーによる授業研究会が開

催されますので、積極的な参加をお願いします。

○ 算数・数学科への学習意欲の更なる向上及び知識・技

能を活用して課題を解決する力の育成を目的とした、算

数・数学ジュニアオリンピックが開催されます。

３ よさや可能性を見いだし、○ ねらいが達成された児童生徒の具体的な姿を明確にす

伸ばす評価を工夫し、指導 ることが大切です。

と評価の一体化を図る。 ○ 児童生徒の発言や記述の中にある数学的な見方や考え

方を見取り、意図的に価値付け、共有しましょう。

○ キーワードを使ったまとめや適用問題により、実感を

伴ったまとめとなるように工夫しましょう。

③ 算数・数学
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 観察、実験に基づく ○ 小・中・高等学校の学習内容の系統性を踏まえた指導計画
主体的な活動を重視し を基に、児童生徒が主体的に取り組む観察・実験を位置付け
た指導計画を作成する。 ましょう。

○ 理科学習指導プランやプランに基づく理科コアティーチャ
ーの授業を参考にして授業を工夫、改善しましょう。

２ 問題解決の能力を育 ○ 導入で立てた児童生徒の予想を基にした考察の時間を確保
て、科学的な見方や考 できるように、学習内容や観察・実験の時間のバランスを考
え方を養うための指導 えた授業を工夫しましょう。
法の工夫に努める。 ○ 結果を表やグラフに整理したり、科学的な言葉や概念をも

とに話し合ったりする活動を充実させましょう。
○ 小中学校観察実験技能指導DVDを活用して、実験・観察器具
の扱いに慣れさせ、正しく安全な観察・実験ができるように
しましょう。

３ よさや可能性を積極 ○ 発言・ノート等による科学的な見方や考え方や、実験・観
的に見いだし、伸ばす 察への取組み方等における児童生徒の良さを称賛し、周囲へ
評価を工夫する。 広げていきましょう。

○ 学習内容と日常生活との関連を意識できるように、ニュー
ス・新聞等から取り上げたり、身近な道具や将来の生活へ結
び付けたりして考えさせましょう。

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 児童の思いや願いを ○ 児童の思いや願いをしっかりと受け止め、それを基に指導計
はぐくみ、意欲や主体 画を入れ替えたり、組み合わせたりする工夫が大切です。
性を高めることができ ○ 幼稚園教師と小学校教師が、互いの授業参観や交流を通し
るような２年間を見通 て学び合い、幼児教育が義務教育の基礎を培っているという
した指導計画を作成・ 発達の連続性を踏まえた指導計画、幼児期の教育との接続を
改善する。 意識したスタートカリキュラムを生活科を核として作成をし

ていきましょう。

２ 児童が対象とのやり ○ 児童同士、児童と教師が話し合いながら、身近な対象と繰
とりを通して、充実感、 り返しかかわり、自分の気付きを振り返ることによって、気
達成感、自己有能感、 付きの質を高めたり、次の活動への意欲を高めたりできるよ
一体感などを感じ取る うな学習の展開を構築していくことが必要です。
ことができるような学 ○ 児童同士で気付きを言葉にして伝え合ったり、それを基に
習の展開を工夫する。 自分の活動を見直したりすること、身近な人々と繰り返しか

かわることなどを意識して進めていくことが大切です。

３ 児童一人一人の思い ○ 発言やつぶやき、行動、作品等から、個々の内面、活動・
や願いの実現の程度を 体験の広がりや深まりを把握し、次の指導に生かしていくこ
把握しながら指導に生 とが大切です。
かし、自信や意欲につ ○ 児童の自信や意欲につなげる評価とするために、児童自身
なげる評価を工夫する。 ・児童相互でそのよさを認め合うことができる場作りが大切

です。さらに、具体的な子どもの姿を評価基準として評価す
ることが重要です。

⑤ 生 活

④ 理 科（小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○） 関連する事業等（※）

１ 音楽活動の基礎的な能力を培える ○ 各題材で育成する力を明確にし、表現活動と鑑賞
よう、指導計画を改善する。 活動の関連が図られた指導計画を作成しましょう。

○ 学校行事との関連を図りつつも、指導領域や４つ
の活動が特定の分野に偏ることなく配置された年間
指導計画を作成していきましょう。

２ 児童生徒が音楽活動を楽しみ、音 ○ ねらいを明確にし、発達段階に合わせた児童生徒
楽活動の喜びを味わい、自ら進んで が主体的に取り組める課題を設定し、児童生徒が楽
学習に取り組めるような指導方法を しみながら意欲的に活動できるようにしましょう。
工夫する。 ○ 自分たちの音楽活動について話し合うなど、学び

合う場を設定し、意欲的に音楽活動に取り組み、楽
しみながら協働して高め合っていくことができる授
業展開を工夫していきましょう。

３ 児童生徒と音楽とのかかわりを深 ○ 課題の設定にあたっては、何ができるようになれ
め、児童生徒一人一人の学びを支え ばよいのかという、ねらいを達成した具体的な姿が
る適切な評価を工夫する。 見える表現にし、児童生徒が自ら振り返ることで意

欲につなげていくことができるようにしましょう。
○ お互いのよさを認め合うことができる場や学習形
態を取り入れ相互評価することで、友達とよさを共
有できるようにし、改善に生かしていけるようにし
ましょう。

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 表現及び鑑賞等の活動を通して、 ○ 児童生徒の実態に応じ、育成したい資質や能力と
児童生徒一人一人に育成すべき資質 学習内容を明確にするとともに、学校種の連続性や
や能力を明確にするとともに、個 学年間の見通しをもって、指導計画を作成しましょ
性を生かして、主体的・創造的 う。
に学習できる指導計画を作成す ○ 児童生徒が自分の思いを持ち、個性を生かしつつ、
る。 それを表現できる指導計画を作成しましょう。

○ 児童生徒の作品や親しみのある作品等の展示を工
夫することで、造形的な創造活動が日常の中に取り
入れられるようにしましょう。

○ 適切な環境のもとで授業を展開するとともに、道
具や薬品等の安全指導と保管に十分留意しましょう。

２ 児童生徒の感性を働かせなが ○ 授業のねらいを明確にした上で、材料・用具や表
ら、つくりだす喜びを味わわせ 現方法について幅をもたせ、児童生徒が主体的に自
るとともに、自分のよさを発見 己選択や自己決定をすることができる授業の展開を
し、喜びをもって創造活動に取 工夫することが大切です。
り組むことができる授業展開に ○ 児童生徒同士がかかわり合う活動を取り入れるこ
努める。 とにより、自他のよさを発見し、意欲的に創造活動

に取り組める授業の展開をしましょう。作品への思
いを伝え合うような言語活動を授業の中で行うこと
も大切です。

３ 児童生徒一人一人の自分らし ○ 育成する資質や能力、題材やねらいを踏まえ、
さやよさを自覚し、意欲的・意 指導内容・評価基準を明確にして評価することが
図的に創造活動に取り組める評 大切です。
価を工夫する。 ○ 授業のねらいを基に、児童生徒自身の自己肯定感

が高まる評価場面と評価方法を工夫しましょう。
○ 児童生徒が互いのよさを認め合える自己評価や相
互評価を行いましょう。

⑦ 図画工作、美術

⑥ 音 楽 （小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ １２年間を見通しながら領域 ○ 学校や児童生徒の実態を十分に考慮するとともに、

及び内容の取扱いを踏まえ、バ 小学校と中学校との学びの連携・接続の観点から学

ランスのとれた指導計画を作成 習内容がより円滑につなげられるような指導計画を

し、基礎的・基本的な内容の確 作成することが大切です。また、運動量が十分に確

実な定着と体力の向上を図る。 保できるように指導過程を工夫し、運動意欲と体力

の向上を図りましょう。

○ 準備運動や補助運動では、運動身体づくりプログラム

の活用について工夫を凝らすことによりマンネリ化を防ぐと

ともに、楽しく継続していくことができるようにしま

しょう。

※ 体力･運動能力調査と体力向上推進計画、自分手帳

の活用を図りましょう。

※ 運動身体づくりプログラム講座を活用しましょう。

※ 小学校体育専門アドバイザー派遣を活用しましょ

う。

２ 主体的な学習を通して健康を ○ 基礎的な運動の繰り返しや、多様な運動の特性に

保持増進する基礎を培い、生涯 触れることで動ける体づくりに努め、指導後の児童

にわたって豊かなスポーツライ 生徒像をイメージした指導計画や単元構想に基づき

フを実現するよう指導方法の改 授業づくりを工夫しましょう。

善・充実を図る。 ○ 学習課題を明確にし、自ら考えたり工夫したりし

ながら課題を解決する学習や体を動かす機会を適切

に確保した上で、互いに学び合うなどのコミュニケ

ーションを図る学習活動を充実させましょう。また、

ＩＣＴや学習カードの活用を通して課題を明確にす

るとともに、知識を実践的に活用する学習活動とな

るようにしましょう。

３ 目標の実現状況を的確に把握 ○ 児童生徒の学習の様子を確実に観察し、具体的に

し、指導の充実を図る。 助言するなどフィードバックする機会を多くするこ

とや、学習後には、どんな力を身に付けたかを振り

返り、次につながる授業づくりをしましょう。

○ 本時の目標やめあてと学習過程における評価との

整合性が図られるようにしましょう。

４ 保健・安全指導の充実を図り、○ 事前に十分に健康状態を把握し、個に応じた適切

事故を防止する。 な指導を行うとともに、運動種目の特性から運動の

負担の大きい種目や危険性のある種目（運動）の場

合は、導入時だけでなく展開時にも注意深く健康観察

を行いましょう。

⑧ 体育、保健体育
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 家庭生活を総合的にとら ○ 小学校と中学校との学習内容が効果的に接続するように
える視点や自立的に生きる 指導計画の見直しと体系化を図りましょう。
基礎を培う観点から指導計 ○ 実生活の課題と実践について、どの時期にどんな内容と
画を改善する。 関連させて履修させるかを明確にしましょう。

２ 日常の生活との関連を図 ○ 学習過程では、資料提示を可視化する工夫、電子黒板や
り、実践的・体験的な学習 パソコン（タブレット等）の活用をさらに推進していきま
活動や問題解決的な学習を しょう。
充実する。 ○ 日常生活と関連づけた具体的な指導になるようにすると

ともに、日頃から課題意識を持たせ、その解決に向け自ら
考え、判断し実践する力や態度が育まれるようにしましょ
う。

３ 学習指導に生きる評価に ○ 本時のねらいと学習過程における評価との整合性が図ら
努める。 れるようにしましょう。

○ 指導と評価の一体化を図るため、評価の内容や方法の改
善、年間や単元、一単位時間の具体的な評価計画の作成に
努めましょう。

４ 事故防止のため、安全管 ○ 日頃から設備・用具の手入れや保管等を適切に行い、学
理と安全指導を徹底する。 習環境の整理・整頓を心がけましょう。

○ 生肉・生魚等を取扱う場合は、食中毒予防のために細心
の注意を図りながら授業を進めましょう。（中学校 家庭
分野）

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ ３年間を通して外国語(英 ○ 単元指導の考え方（単元をどうとらえ、どのような力を
語）の目標の実現を図るため、 身に付けさせたいのかなど）を明確にした上で技能ごとの
生徒や地域の実態に応じて系 活動や統合的に活用する言語活動を構想しましょう。
統的な指導計画を作成する。 ○ ３学年を通して４技能を総合的に育成できるよう、技能

ごとの活動やそれらを統合的に活用する言語活動を生徒の
実態や教材の特質に応じて位置付けていきましょう。

○ 理解から習得に至るには時間がかかるものがあります。
そのため生徒の習得状況を継続的に把握する（モニターす
る）ことが必要です。定着確認シートの「指導のポイント」
も参考にしてください。

２ コミュニケーション能力 ○ 生徒の学びを見取るとともに継続的に言語活動を仕組
の基礎の育成を目指し、生 み、質的に充実させましょう。さらに身に付けた言語材料
徒が主体的かつ意欲的に学 から適切なものを選択する能力、正確に使用する能力など
ぶことができる授業を創造 を育成する場面も設定しましょう。
する。 ○ 生徒が「見通す」「振り返る」場面を設定することで、

自律的学習者として主体的に学び続ける姿勢の育成につな
げることができます。

３ 指導と評価の一体化を図 ○ 「英語を使って何ができるようになるのか」という観点
る。 から「CAN-DOリスト」を作成・活用し、指導と評価、そし

て授業の改善につなげましょう。
○ 評価方法は多種多様です。学習活動の質や目的に応じて、
生徒の学習状況を的確に評価できる方法を選択しましょ
う。

⑨ 家庭、技術・家庭

⑩ 外国語（英語）
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 学校や児童生徒の実態を ○ 全体計画・別葉の重点事項を重視しながら全教師で取り

踏まえた実効的な指導計画 組むとともに、小・中学校が連携して児童生徒の道徳性を

を作成するとともに、学校 ９年間で育成できるよう連携することが大切です。

全体で取り組む推進体制を ※ 道徳推進校（岩江中学校）の公開授業や地区別推進協

確立する。 議会での情報交換を基に、自校の取組のよさを伸ばし、

道徳的判断力・心情・実践意欲をバランスよく指導するこ

とが大切です。

２ 道徳教育の「要」として ○ 「ふくしま道徳教育資料集」や「私たちの道徳」、副

の役割を踏まえ、道徳の時 読本等の資料を、ねらいに応じて効果的に活用すること

間における多様な指導方法 が大切です。

・指導体制等を工夫し、道 ○ 児童生徒が、ねらいとする価値を自分との関わりで深く

徳的実践力の育成を図る。 自覚できるよう、資料分析、発問、板書、導入・展開・終

末の構成、振り返りの仕方、多様な指導法の工夫等につい

て研究し、実践力を高めていくことが必要です。

○ 発達段階に応じ、授業で動作化や役割演技、ペープサー

ト等を取り入れ、価値への理解が深まるよう工夫すること

が大切です。

○ 児童生徒の考えを引き出し、つなぎ、問い返すような発

問や、多様な考えに触れながら自分自身を見つめ直すこと

ができるような話合いになるよう、児童生徒主体の授業に

なるよう工夫することが大切です。

○ 終末に道徳ノートやワークシート等を活用した振り返り

の場を確保し、児童生徒が考えを整理したり、新たな気付

きで成長を実感したりできるよう工夫することが大切です。

３ 家庭、地域社会等との連 ○ 授業参観等で道徳の授業公開をしたり、地域人材や素

携を図りながら、開かれた 材の活用、学校からの情報発信によって家庭や地域にも道

道徳教育をさらに推進する。 徳教育の内容が伝わるよう、ホームページや学校通信等を

活用していくことが大切です。

⑪ 道 徳 （小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 外国語活動の目標と趣旨 ○ 各教科等の内容、学校行事、道徳、地域素材等の活用、

を的確に捉え、児童や地域 ２学年間を通した弾力的な指導など、自校化を図った指

の実態に応じて各学年の目 導計画を作成することにより、外国語活動を児童にとっ

標を適切に定め、２学年間 てより一層魅力あるものとすることができます。

を通して目標の実現を図る ○ 今後の小学校外国語活動の教科化等を見据え、校内研

よう年間指導計画を作成す 修等により全職員で目指す方向性や指導方法などについ

る。 て共通理解を図りましょう。

２ 外国語で積極的にコミュ ○ 外国語というフィルターを通すことで相互理解につな

ニケーションを図りながら、 がったり、自己理解を深めたりすることができます。そ

言語や文化について体験的 して児童や授業者の強みを生かせる単元構成・授業構成

に理解を深め、外国語の音 を工夫しましょう。

声や表現に慣れ親しむよう ○ 英語を「使う」ことでコミュニケーションがさらに促

児童主体の授業を創造する。 されたり、言語や文化の違いに気付かせたりする授業展

開も考えられます。

○ これまでの実践で自校化された教材を効果的に用いな

がら各校のよさを生かした実践につなげていきましょう。

※ 教育センター主催による外国語活動講座が開催されま

すので、ぜひご参加ください。

３ 指導と評価の一体化を図 ○ 児童の学びや気付きを的確につかむため、丁寧な見取

る。 りを行いましょう。

○ 教師が適切にかかわることで児童の学びを促すだけで

なく、児童の学びを評価したり、教師自身の指導を評価

する機会にもなります。

○ 求める姿と比較して児童の学びはどうだったか、手立

ては有効だったかなどの視点を持つことで、指導の改善

につなげましょう。

⑫ 外国語活動
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 地域や学校、児童 ○ 地域や学校、児童生徒の実態に即して、全教育活動と関連させ
生徒の実態等に応 ながら、学習の目標及び内容、育てたい資質や能力及び態度を明
じ、特色ある全体計 記した全体計画を作成しましょう。
画や指導計画を作成 ○ 学習内容を定めるにあたっては、教師が育てたいとする資質や
する。 能力及び態度を明らかにして、全職員の共通理解のもと行うことが

重要です。

２ 学校の創意工夫を ○ 学習の目標を達成するために、探究的な学習が展開できるよう
生かした探究的な学 にするとともに、体験的活動や言語活動を適切に位置付けたり、
習活動を展開する。 他者と協同して課題を解決する学習を設定したりしましょう。

○ 教職員のかかわり方について振り返りを持ち、児童生徒の学びに
応じた学習活動を随時修正していきましょう。

３ 児童生徒の主体的 ○ 学校における評価の観点を基に、実現が期待される児童生徒の
な学習を支える評価 姿を想定し、児童生徒の変容について評価しましょう。
に努める。 ○ 児童生徒が、自らの探究の過程を振り返り、どんな力が身に付

いたかを自己評価したり相互評価したりして、自らの学びや成長
を実感させるようにしましょう。

指導の重点 実践上のポイント（○） 関連する事業等（※）

１ 各学校の課題に基 ○ 自主的、自発的な活動を助長していくために、児童生徒の自治
づき、創意工夫を生 的・自発的活動が系統的に行われるよう、学校全体の特別活動の
かし自主的、実践的 在り方を見直し、組織的な取組を行っていきましょう。
な活動が助長される ○ 各教科、領域で育てたい資質・能力と関連付けて、自校の特別
ような指導計画を作 活動の内容や計画を見直していきましょう。
成する。

２ 児童生徒による自 ○ 国立教育政策研究所教育課程研究センターのリーフレット、指
主的、実践的な活動 導資料（小・中学校）を積極的に活用し特別活動の基本的な内容
が充実するよう指導 について研修を行って共通理解を図り、児童生徒による自主的・
内容の重点化を図り 実践的な活動を充実させていきましょう。
指導方法を改善す ○ 児童生徒の自主的な活動によって、学級活動の計画や運営が進
る。 められるよう、オリエンテーションの場と時間を位置付け、活動

〔各内容〕 の意義や進め方などを指導していきましょう。
○ 学級活動 ○ 一人一人に役割を与え、児童生徒がよりよい学校生活づくりに

参画しているという意識が持てるようにしていきましょう。
○ 児童会・生徒会 ○ クラブ活動のねらいに合った活動を計画するとともに、必要な
活動 時数を確保し、自発的・自治的な活動ができるようにしていきま

○ クラブ活動 しょう。
(小学校) ○ 学校行事が形式的なものにならないように全職員でねらいを共

有し、児童生徒の自主的、実践的な活動を取り入れた行事にして

○ 学校行事 いきましょう。

⑬ 総合的な学習の時間（小・中）

⑭ 特別活動 （小・中）
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⑵ 各種教育

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 自校の実態に即した ○ 自校の課題の明確にし、解決策を具体化するとともに、全教

具体的な指導計画に改 職員で指導方針や共通実践事項を共有し、実践することが大切

善し、機能的な生徒指 です。

導体制を確立する。 ○ 課題解決に向けて、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカー等と連携を図ったり、関係機関を有効活用したり

する指導計画に改善していくことが必要です。

２ 教育活動全体におい ○ 教育活動全体を通して、自己決定の場や自己存在感を味わう

て、すべての児童生徒 ことができる場を設定するなど、生徒指導の機能を積極的に発

に積極的な生徒指導を 揮できるように工夫することが大切です。

進める。 ○ 児童生徒の思いや心情に寄り添った日常的な関わりや指導を

通して、児童生徒理解に努めるとともに、教師と児童生徒、児

童生徒同士の好ましい人間関係づくりに努め、より温かい学級

の雰囲気を醸成していくことが大切です。

３ 教育相談の充実を図 ○ 児童生徒一人一人の心情に寄り添った教育相談を充実させる

る。 ために、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

を積極的に活用し、教職員が連携し一体となって自校の実態に

即した組織的で実効性のある教育相談体制を確立することが大

切です。

４ いじめ等の問題行動 ○ 児童生徒一人一人との日常的な触れ合いや観察、教職員同士

等の未然防止と早期解 の情報交換、諸調査等を活用して、よりきめ細かな実態把握に

決、問題行動発生時の 努めるとともに、いじめや不登校等の問題行動の未然防止・早

的確な対応に努める。 期発見・早期対応に努めることが大切です。

○ 学校いじめ防止基本方針や対策のための組織が、全教育活動

を通して機能する実効性のある取組となるよう、ＰＤＣＡサイ

クルを生かした日常的な見直し・改善が必要です。

① 生徒指導 （小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 学校や児童生徒の現 ○ 各学校の児童生徒の実態に応じながら、キャリア教育の視点

状を把握し、目標を立 で各教科、道徳との関連を更に図りながら、それぞれの取組を

て、課題を明確にして つないだ指導計画の作成により、視点を一層明確にするととも

指導計画を作成・改善 に自校化を図り、学校全体でキャリア諸能力の育成に取り組ん

する。 でいくことが大切です。

○ これまでの教育活動、地域人材や素材を活用し、実態に合っ

た指導計画に改善していくことが大切です。

２ キャリア教育の推進 ○ 教員間での情報共有や組織的にかかわる機会を設け、キャリ

組織・体制を確立し、 ア教育担当者を中心とした校内の推進組織や体制の確立を図っ

共通理解に立った指導 ていくことで、組織的な指導力の向上に努めることが大切です。

に努める。 ○ 小学校では、学級担任が各教科等を見渡しやすいという特性

を生かして、キャリア教育の視点で教科等をつなぎ体系的に取

り組む指導体制づくりを進めることが大切です。

○ 中学校では、教科部会や生徒指導部会と連携した推進体制の

構築が大切です。

３ 学校、家庭、地域社 〇 児童生徒のキャリア発達に関する情報については、その実践

会や関係諸機関との連 の工夫改善に関する情報を小中（高）で連携しながら確実に引

携を一層強化する。 き継ぎ、支援や計画作成につなげていくことが大切です。

〇 普段身近にいる人々との日常的な交流を通して、自分の役割

を果たしながら、児童生徒が自分らしい生き方を見つけられる

ように、学校と家庭・地域がより一層連携した体制づくりが必

要です。

※ 専門高校と小・中学校のキャリア教育連携事業が実施されま

す。

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 学校図書館の活用を ○ 児童生徒が年間を通して学校図書館を積極的に活用するため

図った指導計画を作成 に、学校図書館の学習・情報センターとしての機能を授業で活用

・改善する。 したり、関連読書や発展読書などで教科等の学習と読書を結び付

けたりするよう指導計画を充実することが大切です。

○ 読書量調査や図書紹介等、委員会活動等と関連付けながら、児

童生徒が主体的に読書推進できるよう工夫することが大切です。

○ 教職員や外部団体による読み聞かせやブックトーク等、学校全

体で読書活動が推進され、図書館がより身近に感じられるよう工

夫することが大切です。

２ 蔵書や資料等の充実 ○ 学校図書選定委員会等の機能を生かし、教科等の学習資料とし

を図り、学校図書館の て図書を計画的に購入したり、自治体の資料を収集したりするな

機能や役割を生かす整 ど、図書を児童生徒の学力向上や豊かな心の育成に生かすために

備充実に努める。 学校全体で整備充実を図ることが大切です。

※ サポートティーチャーによる読書支援も活用してください。

② キャリア教育 （小・中）

③ 図書館教育 （小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 人権を尊重する意識 ○ 教育活動全体を通じて人権教育が推進されるよう、「人権教

を高める教育を推進す 育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」を基

るための指導方法・内 に、各学校で校内研修の機会を設け、人権尊重の考え方や指

容を明確にする。 導方法について共通理解を図ることが大切です。

〇 人権感覚の涵養に向け、道徳の時間とのより一層の結び付き

や各教科等との関連を明確にし、学校教育全体で人権を意識し

た指導を充実させていくことが大切です。

２ 学校生活の中で人権 ○ 日常的に児童生徒一人一人のよさを見つけ、認めようとする

尊重の感覚を身に付け 態度や、学級全体で互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大

ることができるよう児 切にする意識や態度などを育てる指導を通して、人権意識の基

童生徒のよさや可能性 礎が芽生えるよう、その基盤となる価値観を伸ばす指導を充実

を尊重した指導を工夫す させることが大切です。

る。 ※ 人権教育推進事業公開授業研究会（田村市常葉地区）にも積

極的に参加しましょう。

３ 指導の効果を高める ○ 学校評価の評価項目を人権教育の視点から捉え直し、保護

ための評価を工夫す 者や地域が学校の取組を理解し、児童生徒の実態を共有でき

る。 るように改善していくことが大切です。

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 総合的・系統的な指 ○ 地域や学校の実態を生かした活動や体験を通じて、実感の伴

導計画を作成する。 った環境教育の在り方について考え、推進していきましょう。

○ 環境教育へのアプローチは各教科や道徳、特別活動及び総合

的な学習の時間など様々です。環境問題に主体的にかかわる態

度や幅広い実践力の育成のために地域や学校、児童生徒の強み

を生かした実践を行っていきましょう。

２ 児童生徒が主体的に ○ 地域社会や家庭との連携において身に付けたい力を明確にし

考え判断し行動できる たり、ＥＳＤとの関連において育むべき力を明確にしたりする

資質や能力を高める指 ことにより、「体験」そのものから「体験から得られる学び」

導方法の工夫改善を図 へと発展させることができます。この学びで得た力を、家庭や

る。 地域社会で生きる力につなげていきましょう。

○ 地球環境問題と地球温暖化防止の意義を理解し、学校の実態

に応じた地球温暖化防止活動への取組として「福島議定書」へ

の参加も効果的です。

⑤ 環境教育 （小・中）

④ 人権教育 （小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 情報化に対応した教育を推 ○ 授業のねらいを確認し、ねらいに沿った情報機器の活

進するために、指導体制の充 用を行う。授業の学習課題を解決するためのツールとし

実を図る。 ての役割を明確にし、どのような可能性があるのかを教

員間で確認する必要があります。

２ 児童生徒の主体的な学習活 ○ モバイル機器を含めた、効果的な利用方法やＳＮＳを

動を支援するコンピュータ等 利用する上での具体的な事例を累積するとともに、各教

の活用及びインターネット等 科・領域の指導目標や内容を確認し、適切に情報モラル

の適切な利用について指導の についての指導を徹底する必要があります。

工夫する。

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 学校や地域の実態に応じ ○ 外国籍児童生徒への支援を機に関係機関との連携を深

て、特色ある指導計画を作成 めたり、地域人材とのつながりを拡げたりすることがで

する。 きます。学校や地域にある資源を活用することで、「異

なる文化との出会い」ができるという視点から国際理解

教育を進めていくことが大切です。

２ 我が国の伝統と文化を尊重 ○ 地域の伝統や文化、産業などが身近なものというだけ

し、広い視野から国際理解を ではなく、外国に向けて発信可能な意味あるものである

深め、国際社会に生きる日本 と捉えることで各教科等の学習を国際理解教育へとつな

人としての自覚を高める。 げることができます。

○ 人権の尊重と国際協調の精神の涵養については、道徳

との関連を図りつつ他者理解・尊重とも関連させながら

各教科等においても意図的に扱うことで、認識を深めて

いくことができます。

※ 中学生・高校生の国際理解・国際交流論文朝河貫一賞

の募集が行われます。県教育委員会のホームページでは

最優秀論文が掲載されています。

３ 外国の人々との相互理解を ○ 国際理解教育には異文化理解・受容とともに自己の文

深める交流の場と機会を拡充 化・意見発信の両面があります。また、交流することに

し、積極的にコミュニケーシ よる新たな価値・文化への気付きも重要です。それらを

ョンを図ろうとする意欲と態 踏まえ、各教科等でどのように扱い、いかに関連付ける

度を育てる。 かという視点から活動内容を工夫していきましょう。多

様性の受容という視点からのアプローチも大切です。

※ 多文化共生・国際交流・国際理解・国際協力について

考えるふくしまグローバルセミナーが開催されていま

す。

⑥ 情報教育 （小・中）

⑦ 国際理解教育 （小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 児童生徒の実態を踏 ○ 児童生徒の実態を十分に把握し、実態に応じた指導計画や単
まえ、学校の特色及び 元を通して「確かな学力」の育成に向けた指導計画を立てまし
地域の特性を生かした ょう。さらに、評価を適正に行い指導の改善に生かすことが必
指導計画に改善する。 要です。

○ 地域素材の教材化や人材活用、他校等との交流学習などの体
験的な学習を工夫して、少人数のよさを生かした弾力的な指導
計画にしましょう。

２ 児童生徒一人一人の ○ 児童生徒一人一人の特性に応じた学習や学習形態を工夫する
特性を生かした教育活 ことで、児童生徒の主体的な学習の充実を図りましょう。
動を展開し、授業の充 ○ 思考力・判断力・表現力を育成する視点で、目的を明らかに
実を図る。 した言語活動に取り組ませ、一人一人の「確かな学力」の向上

を図りましょう。

３ 児童生徒の自己実現 ○ 目指す児童生徒の姿を踏まえて、評価方法を工夫し、指導と
を図る評価を工夫す 一体化した評価に努めましょう。
る。 ○ 複式学級における児童生徒だけで学ぶ「わたり」の時間にお

いては、教師と児童生徒が、学習の過程や終了時における姿を
共有することが充実につながります。学んだことが実感できる

評価を工夫することで自律した学びのできる児童生徒の育成に

つながります。

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

【保健】 ○ 体育科・保健体育科の授業における保健学習や、特別活動に
１ 保健学習・保健指導 おける健康教育との関連をしっかりと持たせた指導が重要で
の充実を図り、健康を す。
保持増進するための実 ○ 自校及び個々の健康課題を明確にするとともに、学校・家庭
践力を育成する。 が一体となった健康教育活動を推進しましょう。

２ 健康相談・個別指導 ○ 校内及び地域の学校保健委員会の組織を更に効果的に機能さ
の充実を図り、個別の せましょう。
健康課題解決のために ○ 児童生徒の食生活と運動、睡眠などについて改善するととも
支援する。 に基本的な生活習慣の確立が図られるようにしましょう。

【安全】 ○ 学校の実情に応じて様々な場面を想定し、緊急時に適切に対
安全指導の充実を図 処できるよう訓練の在り方を工夫するとともに、訓練の実施後

り、危険を予測し、回 はマニュアルの有効性を評価し、見直しを十分に行うことで、
避する能力を育成す 実効性のあるものへと改善していきましょう。
る。

【食育・学校給食】 ○ 食育推進コーディネーターを中心として、校内委員会の活性
「ふくしまっ子食育指 化や学校保健委員会の活用、学級担任や栄養教諭等による教科
針」に基づき、「食べ 等での指導など学校全体で共有化を図り、指導体制を整え、指
る力」「感謝の心」「郷 導の充実に努めましょう。
土愛」を育成する。 ○ 給食の時間における食育については、教科等における指導内

容との関連を図りながら、年間を通じて計画的、継続的、組織
的に指導できるようにしましょう。また、家庭の理解と啓発を
図っていきましょう。

⑧ へき地・小規模学校教育 （小・中）

⑨ 健康教育 （小・中）
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指導の重点 実践上のポイント（○） 関連する事業等（※）

１ 学校や地域の実状及 ○ 教育課程に位置付けた計画的かつ継続的な防災教育とともに
び児童生徒の実態に応 地域・関係機関を巻き込んだ防災体制づくりと訓練を行う計画
じながら教育課程の全 を作成しましょう。
体構造を念頭に置いた ○ 危険等発生時対処要領や防災計画を災害発生時に生かしてい
指導計画の充実を図 くための共通理解を図る場を位置付けましょう。
る。

２ 児童生徒が状況に応 ○ 各教科、総合的な学習の時間、道徳など、各教育活動の中に
じ、主体的に考え判断 防災教育の視点を取り入れ、実際の生活場面とつながる場を設
し行動する態度や能力 定することによって教科等のねらいも効果的に達成し、防災に
を高めるための指導の おける思考力・判断力・行動力も高める指導を行っていきまし
充実を図る。 ょう。

○ 「防災教育指導資料（平成25・26・27年度版）」「防災個人
カード」を活用しながら、保護者や地域と連携し、具体的な行
動等、多様な場面を想定した指導や学習の場を設定していきま

しょう。

３ 安全で安心な社会づ ○ 地域での人とのつながりが防災で大切なことを踏まえ、社会

くりに貢献する意識を 参加や社会貢献等、地域の中での積極的な交流を通し、地域の

高める指導を工夫す 一員としての自覚を高め、その役割を果たすとともに、地域住

る。 民との日常的なコミュニケーションを密にする教育活動を展開

していきましょう。

指導の重点 実践上のポイント（○）関連する事業等（※）

１ 学校や地域の実状及 ○ 県教育委員会の放射線指導資料等を基に教育課程や学校安全

び児童生徒の実態に応 計画、学校保健計画等に位置付け、学校全体で組織的、計画的

じた指導計画及び指導 に指導していく必要があります。

内容を工夫し、実践す ○ 各学年においては、学級活動や教科等で時数を確保し、発

る。 達に応じた内容を実践していきましょう。

２ 放射線等の基礎的な ○ 文部科学省の｢放射線等に関する副読本｣や県教育委員会の

知識や身の回りで行わ 「平成２７年度放射線等に関する指導資料（第５版）」などを

れている復興への取組 効果的に活用しましょう。

を基に、自ら考え、判 ○ 放射線の利用や影響について、実践協力校の授業を参考にし

断し、行動する力を育 たり実験をしたりして科学的な根拠を基に考え、判断、行動す

む指導方法を工夫す る態度の育成に努めましょう。

る。

３ 放射線から身を守 ○ 事故後５年が経過し、当時の記憶が薄れつつあります。放射

り、健康で安全な生活 性物質を体に取り込まないようにするための方法や、放射線か

を送ろうとする意欲と ら身を守る方法を確実に身に付けさせ、いつでもどこでも自ら

態度を育てる。 考え、判断し、行動できる児童生徒の育成を教育活動全体で取

り組んでいきましょう。

⑩ 防災教育 （小・中）

⑪ 放射線教育 （小・中）
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